
 

令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援事業費補助金 

交付要綱 

 

（目的及び交付） 

第１条 知事は、味噌や米菓などの原料米として用いられる県産加工用米の需要の維持・

拡大を図るとともに、県産加工用米の急激な価格高騰による影響を緩和するため、令和

６年から令和７年までにおける県産加工用米の価格高騰分について、山形県補助金等の

適正化に関する規則（昭和35年８月県規則第59号。以下「規則」という。）及びこの要綱

に定めるところにより、予算の範囲内で県内食品製造事業者等に対し補助金を交付する。 

 

（補助事業者） 

第２条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、県内に主たる事

業所を有する次のいずれかに該当する者とする。 

（１）県産加工用米により味噌や醤油、米菓等の製造を行う食品製造事業者（ただし、

清酒製造業、大企業及びみなし大企業（詳細は別表のとおり）を除く） 

（２）中小企業等協同組合法に基づき、前号の事業者を組合員として設立された組合 

 

（補助金の額） 

第３条  補助金の額は、次の算式により算定した額（その額に千円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）の範囲内とする。ただし、ＡからＢを控除した額の上限額は

200円とする。 

  算式 

   （Ａ－Ｂ）×Ｃ×１/２  

 

  算式の符号は下表のとおりとする。 

符号 内容 説明 

Ａ 

令和７年産米仕入平均単価 申請時点で既に仕入れ、または今後仕入れ

る予定の令和７年産県産加工用米（ただし、

令和８年12月末までに納品及び支払いが完

了するものに限る。以下「令和７年産米」と

いう。）の仕入総額（消費税及び地方消費税

相当額を除く。）から令和７年産米の仕入数

量（キログラム）を除したもの（１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額） 

Ｂ 

令和６年産米仕入平均単価 申請時点で既に仕入れた令和６年産県産加

工用米（以下「令和６年産米」という。）の

仕入総額（消費税及び地方消費税相当額を

除く。）から令和６年産米の仕入数量（キロ

グラム）を除したもの（１円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額） 

Ｃ 
令和７年産米の仕入数量（キロ

グラム） 

１キログラム未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた数量 

 



 

（交付の申請） 

第４条  規則第５条の規定による補助金交付申請書（規則別記様式第１号）の提出期限は、

令和８年４月30日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 (１) 事業計画書（別記様式第１号） 

 (２) その他知事が必要と認める書類 

 

（交付の決定） 

第５条 知事は、前条の交付申請書の提出があった場合において、その内容を精査し、適

正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第６条 規則第７条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

(１) 補助金の金額の増を伴う変更 

 (２) 補助対象経費の20パーセントを超える金額の変更 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により補助事業の変更について知事の承認を受けよ

うとするときは、事業計画変更承認申請書（別記様式第２号）に第４条各号に掲げる書

類を添付して提出しなければならない。 

３ 規則第７条第１項第１号の規定により補助事業の中止又は廃止について知事の承認

を受けようとするときは、その理由を記載した事業中止（廃止）承認申請書（別記様式

第３号）を提出しなければならない。 

４ 規則第７条第１項第２号の規定により知事の指示を受けようとするときは、事業遂行

状況報告書（別記様式第４号）を提出しなければならない。 

５ 規則第７条第２項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

 事業実施主体は、この補助金に係る補助の交付と対象経費を重複して、他の国又は県 

の補助を受けてはならない。 

 

（実績報告） 

第７条  規則第14条の規定による補助事業実績報告書（規則別記様式第２号）の提出期限

は令和９年１月末日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。 

 (１) 事業実績書（別記様式第１号） 

 (２) その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の支払） 

第８条  補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、知

事が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。 

２ 補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（別記様式第５号）を知事に

提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第９条 知事は、補助金の交付の決定が取り消された場合において、既に補助金が支払わ

れているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

（関係書類の保存） 

第10条 補助事業者は、補助金の交付の申請及び受領に関する書類を、補助事業完了の翌



 

年度から５年間保管しておかなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年２月９日から施行する。 

 

（別表） 

 説明 

大企業 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項第１号に定

める中小企業者（以下、「中小企業」という。）以外の者（会社及び

個人に限る。）であって事業を営む者 

みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業 

ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一

の大企業が所有している中小企業 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企

業が所有している中小企業 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の

１以上を占めている中小企業 

 



規則別記様式第１号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事  殿 

 

                  申請者 所在地 

                      名 称 

                      代表者職氏名 

 

 

令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援 
事業費補助金交付申請書 

 

山形県原料県産米価格高騰緊急支援事業について、標記補助金   円を交

付されるよう、山形県補助金等の適正化に関する規則第５条の規定により関係

書類を添付して申請する。 

 

 



別記様式第１号 

事業計画（実績）書 

１ 補助金額の算定 

＜仕入明細＞ 

（１）令和７年産米 

No 
購入 

(予定)日 
購入先 

納品

態様 

仕入数量 

(kg) 

仕入単価(kg あたり) 仕入金額 

(税抜) 玄米 精米 

例 1 R7.10.1 
●● 

ファーム 
精米 2,700kg  250 円 675,000 円 

例 2 R7.11.1 JA■■ 玄米 3,000kg 210 円  630,000 円 

１        

２        

３        

４        

５        

合計  ①  ②  

※小数点以下の値は切り捨て 

※申請日までに購入済みのものは購入実績を記載し、申請日以降の購入分は予定数量等を記載く

ださい。 

※納品態様が精米の場合で、その仕入数量が不明な場合(例 1)は、玄米の仕入数量に歩留まり率

（0.9）を乗じた数量を記載してください。 

※実績報告時は、「購入日」、「購入先」、「仕入数量(kg)」、「仕入金額(税抜)」のみ記載してくだ

さい。 

※欄が不足する場合は追加して記載ください。 

 

（２）令和６年産米 

No 購入日 購入先 仕入数量 仕入金額（税抜） 

例 R6.10.1 ●●ファーム 2,000kg 300,000 円 

１     

２     

３     

４     

５     

合計 ③ ④ 

※小数点以下の値は切り捨て 

※欄が不足する場合は追加して記載ください。 

 

 

 



＜算定＞ 

⑤令和７年産米仕入平均単価 

― 

⑥令和６年産米仕入平均単価 

＝ 

⑦価格高騰額 

（上限 200 円） 

（②÷①） （④÷③） （⑤－⑥） 

円 円 円 

   

⑦価格高騰額 

（上限 200 円） 

× 

①令和７年産米仕入数量 

＝ 

⑧補助対象経費 

円 kg 

（⑦×①） 

円 

※⑤及び⑥は小数点以下の値は切り捨て 

 

⑧補助対象経費 

× 1/2 ＝ 

補助金額 

（1,000 円未満切り捨て） 

円 

（⑧×1/2） 

円 

  

２ 添付書類 

（１）交付申請時 

 ・提出書類確認書（様式１） 

 ・申請時点で既に仕入れ、または今後仕入れる予定の令和７年産県産加工用米の内容（量・

金額・産地）がわかる契約書又は見積書等の写し 

 ・申請時点で既に仕入れた令和６年産県産加工用米の内容（量・金額・産地・納品日）及び

支払いしたことがわかる書類の写し 

 ・補助対象となる事業を営んでいることを証明する書類（営業許可証等）の写し（食品製造

事業者の場合） 

 ・組合の登記事項証明書（登記簿謄本）の写し（組合の場合） 

 ・令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援事業費補助金振

込口座届出書（様式２） 

 

（２）実績報告時 

 ・仕入れた令和７年産県産加工用米の内容（量・金額・産地・納品日）及び支払いしたこと

がわかる書類の写し 

 

３ 交付申請に係る誓約事項（□にチェックを入れてください。） 

□ 私（当社、当組合）は大企業、みなし大企業ではありません。 

□ 申請書類に記載された内容及びその他提出書類に虚偽はありません。 

□ 県産加工用米を活用した商品の開発・改良、販路開拓及び適切な価格転嫁等に努めます。 

 



規則別記様式第２号 

令和 年 月 日 

 

 山形県知事  殿 

 

                  申請者 所在地 

                      名 称 

                      代表者職氏名 

 

 

令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急 
支援事業実績報告書 

 

 令和 年 月 日付け   第  号をもって補助金の交付の決定の通知が

あった標記補助事業について、山形県補助金等の適正化に関する規則第 14 条の

規定により、その実績を関係書類を添付して報告する。 



別記様式第２号 

令和 年 月 日 

 

 

 山形県知事 殿 

 

 

                  申請者 所在地 

                      名 称 

                      代表者職氏名 

 

 

令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援 

事業計画変更承認（及び補助金変更交付）申請書 

 

 令和 年 月 日付け   第  号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業

について、下記のとおり計画を変更し（、補助金の変更交付を受け）たいので、山形県補

助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号の規定により承認されるよう、関係書類

を添付して申請する。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 補助金変更交付申請額（補助金の額に変更がある場合） 

既 交 付 決 定 額  金      円(A) 

今 回 変 更 増 △ 減 額  金      円(B) 

変 更 交 付 申 請 額  金      円(A)+(B) 

 

（注）添付書類のうち、別記様式第１号については、変更前と変更後とを容易に比較対照

できるように変更部分を二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載すること。ま

た、その他の添付書類については、交付申請書に添付したもののうち、変更があった

ものに限り添付すること。（申請時以降変更のない場合は省略できる。） 

 



別記様式第３号 

令和 年 月 日 

 

 

 山形県知事  殿 

 

 

                  申請者 所在地 

                      名 称 

                      代表者職氏名 

 

 

令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援 

事業中止（廃止）承認申請書 

 

 令和 年 月 日付け   第  号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業

について、下記のとおり中止（廃止）したいので、山形県補助金等の適正化に関する規則

第７条第１項第１号の規定により承認されるよう申請する。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

２ 中止（廃止）の時期 

 

 



別記様式第４号 

令和 年 月 日  

 

 山形県知事  殿 

 

 

                  申請者 所在地 

                      名 称 

                      代表者職氏名 

 

 

令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援事業 

遂行状況報告書 

 

 令和 年 月 日付け   第  号で補助金の交付決定の通知があった標記補助事業

について、山形県補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第２号の規定により指示を

受けたいので、下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

１ 予定の期間内に完了しない（遂行が困難となった）理由 

 

 

 

２ 遂行状況と今後の見通し 

 



別記様式第５号 

令和 年 月 日 

 

 

 山形県知事  殿 

 

                  申請者 所在地 

                      名 称 

                      代表者職氏名 

 

令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援 

事業費補助金概算払請求書 

 

 令和 年 月 日付け   第  号で交付決定の通知があった標記補助金について、

下記のとおり概算払により交付されるよう請求する。 

 

記 

 

１ 概算払を必要とする理由 

 

 

 

２ 概算払請求額 

既交付決定額 

(A) 

既受領額 

(B) 

今回請求額 

© 

残額 

(A)-(B)-(C) 
備考 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

請求日までに支払い

済の経費 

 

３ 振込先 

  令和７年度（令和８年度繰越明許費）山形県原料県産米価格高騰緊急支援事業費補助

金振込口座届出書（様式２）と同じ 

 

４ 添付書類 

  請求日までに支払いしたことが分かる書類の写し（領収書、振込明細書等） 


